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近年，国土交通省直轄土木工事において建設用３Ｄプリンタの活用の実績が増えているが，現時点では，

出来形や品質の確認方法は規定されていない．本報告では，建設用３Ｄプリンタを採用した事例における

出来形・品質管理の実施状況を整理し，建設用３Ｄプリンタの特性を考慮した出来形や品質の確認方法の

策定に向けた検討状況を報告する． 
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1. はじめに 

 
国土交通省直轄土木工事における建設用３Ｄプリンタ

（以下「３Ｄプリンタ」という）は，令和５年度に高知

県内で初めて採用１）されて以降，その実績を積み重ね

ている．３Ｄプリンタは，型枠が不要であることから，

型枠工などの熟練工が不足する地域においては有効なツ

ールとなるほか，造形の自由度によって意匠性に優れた

造形物の製作も可能となることから，今後も実績は増加

すると推測される． 

しかしながら３Ｄプリンタによる造形物に関する施工

管理基準が定められていないため，受発注者間で個別協

議を実施しているが，当該技術の採否を含めて時間を要

している． 

国総研では，直轄土木工事において３Ｄプリンタを活

用した際に受発注者間で行われた個別協議（採用の理由

や施工管理方法）の調査を行い，円滑な協議を支援する

ことを目的に出来形や品質の確認方法を策定中であり，

本報告では，その検討状況を報告する． 

 

 

 

２．３Ｄプリンタの活用状況 

  

直轄土木工事における活用実績（令和５～６年度）は，

すべて材料押出方式による無筋コンクリート構造物であ

り，集水ますが最も多い（15件）．製作された構造物は，

型枠の製作が比較的複雑であるもの，現場における養生

期間の短縮が可能なもの，通常の型枠では製作が困難で

ある曲線を有するもので採用される傾向が見受けられた． 

 

図－2.1 活用状況（構造物別内訳 R5～6年度） 
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３．活用にあたってのメリットとデメリット 

  

これまでに直轄工事で活用を行った施工者に対して，活

用のメリットとデメリットを聴取した（表-3.1）． 

表-3.1 施工者の主な意見２） 

 

形状の自由度が高く，型枠が不要であり，現場打ちコ

ンクリートと異なり，打設後の養生期間が極めて短いこ

とから，工期の短縮を見込めるメリットがある一方で，

コストが高く，施工管理の基準がないなどのデメリット

があることが意見として聴取された． 

施工管理方法の定めが存在しないことは，当該技術の

採用にあたって，発注者としてもその品質を確認する方

法に関して，受注者との協議に時間を要する等から，当

該技術の採用を見送る原因になり得ることも想定される． 

 

４．施工管理方法の検討 

  

施工管理項目の検討にあたっては，これまでの施工実

績から材料押出方式による無筋コンクリート構造物を対

象として検討を行った． 

(1) 基本的な考え方 

 ３Ｄプリンタによる造形物は，材料を一層ずつ積み重

ねて造形するところが従来の場所打ちコンクリート構造

物と異なるため，出来形及び品質管理においては以下に

ついて留意が必要である． 

① 層状に積み重ねるため，造形物の表面には積層

模様が生じる（出来形の計測に関する留意点）． 

② 層状に積み重ねるため，同じ材料を型枠に打ち

込んで作製した場合とは圧縮強度に差が生じる

場合がある（強度確認方法に関する留意点）． 

③ 積層プロセス（プリント速度，積層時間間隔，

材料温度等）が造形物の品質に影響を与える

（プロセス管理に関する留意点）． 

(2) 出来形管理 

材料押出方式の場合，前述の通り造形物の表面に積

層模様が生じるが，その凹凸差は５ｍｍ程度であり，

土木工事施工管理基準及び規格値（案）の規格値と比

較しても小さい．そのため，適正な造形がなされてい

れば規格値を超過することはないと考えられる．現場

打ち集水ますの場合，出来形管理基準は図-4.2.1に示す

通りである． 

 

表-4.2.1 出来形管理基準（集水ます）３） 

 

しかしながら，積層表面のどの位置を計測すべきな

のか等は規定が必要であることから，下記によること

が望ましい． 

① 造形物に対応する工種（現場打ちコンクリート）

の出来形管理基準及び規格値に準拠する． 

② 造形物の外観（表面）に有害なひび割れ（複数の

フィラメントを貫く幅の大きなひび割れ）や損傷

等の異常が発生していないか，積層模様の凹凸が

著しく不均一になっていないか等を目視により確

認する． 

③ 造形物の下部等に，自重による過度の変形が生じ

ていないか等を目視により確認する． 

④ 造形物の性能を考慮し，積層の凹凸部の計測位置

を設定する． 

 

図-4.2.1 計測箇所の例（集水ます） 

ｉ．幅・高さ・長さ・厚さ等 

構造上の要求性能に影響する場合は，造形物の

縁端を考慮しないで計測する（凹部で計測）． 

 

図-4.2.2 計測箇所の例（集水ます部材厚） 

ii．内空幅・内空高さ等 

構造物の縁端を考慮して計測する（凸部で計測）． 

メリット 形状の自由度が高い．

型枠が不要．

工期の短縮を見込むことが出来る．

デメリット コストが高い．

施工管理方法（基準）がない．
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図-4.2.3 計測箇所の例（集水ます内空） 

iii．造形物の端部 

３Ｄプリンタの造形物の端部は，その性質上，曲

線を描くことになるため，計測においてはこれを含

めない位置で計測することが望ましいと考えている． 

 

図-4.2.4 計測箇所の例（造形物の端部） 

(3) 出来ばえ評価 

３Ｄプリンタによる造形物は，製造の過程で必ず

積層模様が発生する.そのため，型枠に生コンを流し

込む現場打ちコンクリート構造物と同様の出来ばえ評

価を適用することは合理的ではないため，出来ばえ評

価の対象外とするべきである． 

(4) 品質管理 

３Ｄプリンタの材料は，通常の生コンと同様に材

料を構成する材料およびプリントを行う際の状態（品

質）を確認する必要がある．そのため，材料に関する

品質確認を①プリント原材料，②プリント材料に分類

して管理を行うことが適当であると考えられる． 

① プリント原材料 

プリント原材料は，プリント材料を構成するセメ

ント，水，骨材，混和材料等の各材料のことで，３Ｄ

プリンタを適用する場合，使用するプリント原材料の

品質を確認しなければならない．JISに規定がある材

料を使用する場合は，セメント・コンクリートの品質

管理基準及び規格値を適用することが出来る． 

 一方，JISに規定がない材料やプレミックス材料を

用いる場合は，材料メーカーの品質保証書または試験

成績表（以下，「保証書」という）及び安全データシ

ート４）（以下「ＳＤＳ」という）の両方で確認を行

う．発注者は，保証書とＳＤＳにより表-4.4.1の内容

を確認する必要がある． 

表-4.4.1 プリント原材料の確認内容 

 

② プリント材料 

プリント材料は，プリント原材料をミキサで練り混

ぜたもののことである．３Ｄプリンタを用いた造形物

の製造者は，プリント材料の品質について， 

ａ．適切に造形が可能か 

ｂ．造形物が所定の品質を満たすか 

を試験等により確認しなければならない．発注者は，

これらの試験結果からプリント材料の品質を確認する

必要がある． 

 現在の検討段階では，プリント材料の品質管理は，

圧縮強度を確認項目として選定することが妥当である

と考えられる． 

③ 強度 

仕様書で指定した強度を満足しているかを試験によ

り証明し，その試験結果を発注者が確認する必要があ

る．３Ｄプリンタの造形方法は現場打ちコンクリート

とは異なるため，強度確認を行うための供試体の作製

についても事前協議において決めておく必要がある．

供試体の作製方法は，表-4.4.2のような方法がある． 

表-4.4.2 供試体作製方法 

 
Ａ方法で，かつ，造形物への載荷方向を考慮して供

試体を採取することが現実により近い方法であるが，

採取する方向によって強度に違いがあることに留意す

る必要がある． 

Ａ方法とＢ方法では圧縮強度に差が生じることが報

告されている５）．そのため，過去に蓄積されたデータ

からＡ方法とＢ方法の相関関係を確認することが出来，

かつ，仕様書で指定された呼び強度を確保することが

可能であれば，Ｂ方法による強度確認とすることも可

能であると考えられる． 

④ プロセス管理 

プリント速度や打ち重ね時間間隔等のばらつきは，

造形物の強度（品質）に影響を与えると想定される．

そのため，積層プロセスの設定が適切であるか，設定

されたプロセスにより造形されているかを確認するこ

とが重要である．これらのデータは，造形物に何らか

の不具合が発生した場合に，原因究明の有用な情報に

なると考えられる． 

プロセス管理の項目(案)は，表－4.4.3に示すが，

頻度や判定基準などは現在検討中である． 

 

 

 

 

確認資料 確認内容

品質証明書およ
び試験成績表

原材料の品質
（材料構成、密度等の物性、
強度特性等）

安全データシート 原材料の安全性

供試体作製方法

Ａ方法
プリンタにより積層した造形物からコ
アを採取

Ｂ方法 モールドに材料を打込む方法
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表-4.4.3 プロセス管理項目(例) 

 
３Ｄプリンタは，種類（機種）によって管理・記

録される情報が異なるため，管理項目については，工

事ごとに協議によって決定されることが望ましいと考

えられる． 

 一方で，試験データや工事実績が少ない現状では，

これらの管理項目が造形物に与える影響の大きさが明

らかではないため，定量的な管理基準を設定すること

は困難であるとも考えられる．その場合は，類似した

造形物の実験結果や工事実績等を参考にして管理項目

や管理基準の目安を設定することが考えられる． 

 

５．３Ｄプリンタ適用にあたっての留意事項 

３Ｄプリンタの適用にあたり，発注者は品質管理項目

と併せて下記の点にも留意して採否を決定する必要があ

る． 

(1) 適用工種の妥当性 

図-2.1に示す施工事例は，無筋コンクリート構造物

あるいは埋設型枠である．そのため，新たな構造物の

提案がなされた場合は，その妥当性について工事受注

者と十分な協議を行い，採用を決定する必要がある． 

(2) 再設計の必要性 

３Ｄプリンタの材料は，粒径の大きな骨材が含ま

れていないため，生コンやプレキャスト製品に比べて

単位体積重量が小さい．そのため，重力式擁壁等に適

用する場合は，安定計算が必要となるか検証が必要で

ある． 

(3) 契約変更の判断 

３Ｄプリンタの材料は，現場打ちやプレキャスト

製品に比べて高価な場合が多い．これまでの事例では，

施工承諾による採用がほとんどである．現場施工の期

間を短縮できることによる効率化も見込むことが可能

であることから，造形物のみのコスト比較ではなく，

当該造形物の施工全体の最適化を踏まえたコスト比較

をすることにより，契約変更の対象とするかを判断す

ることが望ましい． 

  

６．おわりに 

 今回の報告は，直轄工事の発注者が３Ｄプリンタを採

用した際に，実施すべき出来形や品質の確認方法の検討

状況を報告した．今後，「建設用３Ｄプリンタによる埋

設型枠設計・施工に関する研究小委員会（土木学会）」

の成果報告を踏まえ，とりまとめを行う予定である． 
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Study on methods for verifying the shape and quality of construction 3D printers 

 
Makoto SAKURAI, Yasumitsu ICHIMURA, Amane OOTANI 

 and Tatsuya TSUTSUMI 
 

In recent years, the use of construction 3D printers has been increasing in civil engineering projects 
directly managed by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, but currently there are 
no regulations on how to check the finished shape or quality. In this report, we summarize the 
implementation status of finished shape and quality control in cases where construction 3D printers have 
been used, and report on the status of the study toward formulating a method of checking the finished shape 
and quality that takes into account the characteristics of construction 3D printers. 

管理項目 試験・確認方法

積層パス 目視，動画，ログ等

プリント速度 目視，ログ等

吐出量 目視，動画，圧力計等

打ち重ね時間間隔 時間計測，動画，ログ等

附帯材料や附帯設備 目視，動画等
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